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令和６年度 在宅高齢者住宅改造助成事業募集要項 

 
【目  的】 
   在宅高齢者が、日常生活で直接利用する住宅の設備を、高齢者に適するように改造するこ
とにより生活動作を容易にするとともに、介護する家族の負担軽減を図るための住宅改造に

対し助成を行います。 
 
【受付開始】令和６年５月７日（火） 
 ※所定の予算上限に達し次第、募集を終了いたします。 
 ※受付開始日の午前８時３０分時点で窓口にて複数の申込があった場合、抽選で順番を 
  決定いたします。 
 
【概  要】 
◎ 助成対象者 
以下①～④のすべてに該当する方 
 
①次の（１）（２）（３）のいずれかに該当する方 
（１）要介護認定において、「要支援」・「要介護１～５」に認定された６５歳以上の在
宅高齢者がいる世帯 

（２）＜要介護認定が未認定の場合＞ 
            住宅改造が必要と認められる７５歳以上の高齢者がいる世帯 
      （３）＜要介護認定が未認定の場合＞ 
            住宅改造が必要と認められる６５歳以上の高齢者のみの世帯 
 

②世帯員が別府市に１年以上住所を有すること 
 
③世帯の生計中心者の所得金額の合計額が２，０００，０００円未満であること。 
※「生計中心者」とは、同居家族のうち最も収入額の多い者を指します。 

    住民票上は世帯分離をして別世帯であっても、実質的に同一家屋・住所で生活をしてい

る場合は、同居家族とみなします。 
 
④ 市税完納世帯 

 
◎ 助成対象工事 
  玄関（周辺のスロープなど）・台所・浴室（脱衣室）・便所・廊下・階段・居室・などで 
在宅高齢者に適したバリアフリー工事（手すり設置、段差解消等） 

 
■ 助成対象となる工事は、「介護保険の住宅改修」の基準に準じます。   
■ 新築、増築、公営住宅は対象外。 
■  すでに改造工事に着手、工事完成後の申請は不可。  
※助成対象とならない部分は、見積りより減額することがあります。 

■ 過去に在宅重度障がい者住宅改造助成事業、高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業 
を受けた人は利用することができません。 
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【A】一般住宅改造助成 
   助成対象工事費 ６００，０００円（上限） 
   助成金額 助成対象工事費の２／３ 
 

※介護認定の有無により、下記のとおり助成対象工事費の上限が変わります。 
 また、介護認定がある助成対象者が「介護保険の住宅改修」を実施していない場合
は、同時に申請する必要があります。 

    介護認定あり（介護保険の住宅改修費２００，０００円を控除します。） 
           → 助成対象工事費 ４００，０００円（上限）となります。 
 

※【A】の利用は１世帯につき１回まで、その後に下記【B】の利用は出来ません。 
 

※【A】の申請例 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
【B】自立支援小規模改造助成 

助成対象工事費 ３００，０００円（上限） 
   助成金額 助成対象工事費の２／３ 
 

※【B】の利用は１世帯につき１回まで、その後に上記【A】を利用する場合は、 
助成対象工事費差額（【A】から【B】の助成対象工事費を引いた額）の 
範囲内で【A】を利用できます。 

 
※【B】→【A】の申請例 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

例 1) 介護認定なし 見積額 600,000円の工事で、【A】を申請 
   助成対象工事費 600,000×2/3＝400,000円(助成金額) 
 
例 2) 介護認定あり（住宅改修未実施） 

見積額 600,000円の工事で、【A】で申請 
    介護保険の住宅改修   200,000円×0.9＝180,000円(住宅改修助成金額) 
  【A】一般住宅改造助成  400,000円×2/3＝266,000円(助成金額) 
              合計助成金額 446,000円 

見積額 250,000円の工事で【B】を申請、その後【A】を申請する場合 
 
例 1) 介護認定なし  

助成対象工事費 600,000円(※) －【B】助成対象工事費 250,000円＝350,000円 
      差額 350,000円が【A】の助成対象工事費上限となる。 

(※)介護認定がある場合は 400,000円 
 

例 2) 介護認定あり（住宅改修全額実施済み） 
   助成対象工事費 400,000円(※) －【B】の助成対象工事費 250,000円＝150,000円  

差額 150,000円が【A】の助成対象工事費上限となる。 
 (※)介護認定による住宅改修未実施の場合は同時申請になります。 
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【手続き】  

 
① 申請受付（必要書類） 

下記の書類を一式そろえて申請してください。 
Ａ は申請者が用意してください。 
Ｂ は業者に作成を依頼してください。 
 

      ・申請書（様式第１号）  
   ・家屋が自己所有でない場合は、所有者の承諾書（様式第２号） 

・市税納税証明書（世帯全員分） 
※市民税課にて【在宅高齢者住宅改造申請用】で申請してください。 

・登記事項証明書(建物についてのみ) 
※市役所 GF（大分法務局）にて申請してください。 

    
・工事見積書（作成者（社印等）の押印・作成日付入り・助成対象者の氏名あての

もの） 
・平面図（現況・完成後がわかるもの） 
・改造前の写真（改造予定箇所毎２枚１組・撮影日付入り） 

※段差等にはスケールをあてて撮影してください。 
 
② 現地確認 

（工事内容が申請者の身体の状況にあっているか確認をいたします。） 
③ 交付決定の通知 
④ 工事に着手（決定通知が出るまでは工事に入らないでください。） 
⑤ 工事完成……現地確認。（現地確認が終了するまで、支払いはしないでください。） 
                改造後の写真（改造箇所毎２枚１組、撮影日付入り）   
              ※段差解消箇所等にはスケールをあてて撮影してください。 
                工事費は全額本人立替え払い。領収書のコピー提出。 

指定の本人口座に助成額振込。 
 

  注）◎工事見積書は「○○工事一式」ではなく、壁・床など工事箇所ごとに 
内容の詳細を記入してください。 

    また、対象箇所ごとに金額を算定いたしますので、ユニットバスなど商品上一体に 
なっているものに対しても床、浴槽、手摺、扉などに分けて提出してください。 

   ◎改造後写真には、工事前後で変わった間口や段差の幅を記載してください。 
工事内容が不明瞭な場合、追加で資料の提出をお願いする場合がございます。 

      ◎改造工事については、見積り段階で施行業者と充分に打ち合わせ、協議をしてくだ 
さい。工事着工後の設計、見積り変更は原則認められません。 

   ◎見積りは１社のみ申請できます。 
   ◎決定通知の到着前に着工した場合は、申請は無効になります。 
   ◎申請状況によって、予告なく募集を締め切る場合があります。 

◎原則として工事途中で対象者が亡くなられた場合、死亡時に完成している 
部分までが補助の対象となります。 

Ａ 

Ｂ 


